
住宅宿泊事業法（平成２９年６月１６日公布）概要

背景・必要性
○ ここ数年、民泊サービス（住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの）が世界各国で展開されてお
り、我が国でも急速に普及。

○ 急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況等に対応するため、民泊サー
ビスの活用を図ることが重要。

○ 民泊サービスの活用に当たっては、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルー
ルづくり、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務。

法の概要
１ 住宅宿泊事業
① 住宅宿泊事業（民泊サービス）を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要

（年間提供日数の上限は１８０日（泊）とし、地域の実情を反映する仕組みの創設）

② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適性な遂行のための措置（衛生確保措置、騒
音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等）を義務づけ

③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
※ 都道府県に代わり、保健所設置市（政令市、中核市等）、特別区（東京２３区）が監督（届出の受理

を含む）・条例制定事務を処理できることとする

２ 住宅宿泊管理業
① 住宅宿泊管理業（家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて１②の措置（標識の掲示を除く）等

を行うもの）を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要
② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置（住宅宿泊事業者への契約内

容の説明等）の実施と１②の措置（標識の掲示を除く）の代行を義務付け
③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

３ 住宅宿泊仲介業
① 住宅宿泊仲介業（住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行うもの）を営もうとす

る者は観光庁長官の登録が必要
② 住宅宿泊仲介業に対し、住宅宿泊仲介業の適性な遂行のための措置（宿泊者への契約内容の説明等）

を義務付け
③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施


